
-八
九

シ
ユ

た
。シ

ユ
ウ
ノ
ウ
グ
ラ
牧
納
癒
御
牧
納
臓
と
は
、

務
に
納
租
す
る
米
殺
を
蓄
へ
置
く
灘
で
あ
る
。
金
揮

の
本
営
一
形
及
び
新
堂
形
を
主
と
し
、
能
管
で
は
今
滋
・

盛
滋
・
金
丸
・
大
島
・
静
代
川
尻
・
富
木
・
大
町
・
腕
ロ
・

野
崎
・
田
鶴
讃
・
笠
師
・
中
島
・
乙
ヶ
崎
・
中
居
・
申
・
鵜

川
・
字
出
津
・
銀
地
・
道
下
・
皆
用
・
大
調
停
・
輪
島
・
小
田

屋
・
時
闘
・
片
岩
・
大
谷
・
蛸
島
・
飯
田
・
鵜
飼
・
鵜
島
・
松

波
・
小
木
に
在
っ
た
が
、
加
賀
方
面
は
鶴
来
・
宮
腰
・

本
音
・
寺
井
、
小
松
・
安
宅
・
今
江
の
外
祥
を
得
ぬ
。

ジ
且
・
ワ
バ
イ
Z

ン
+
梅
園
金
縛
に
於
け
る
蕪

風
俳
人
の
庵
鋭
。
蒼
札
の
門
入
賞
年
初
め
て
之
を
稽

し
、
資
年
の
盤
嗣
子
上
回
松
英
そ
の
ご
代
と
な
っ

た
。

ジ
ユ
ウ
ハ
チ
ガ
ユ
+
八
務
務
政
の
頃
、
正
周

十
五
日
に
炊
い
だ
赤
飯
を
残
し
置
き
、
十
六
日
餅
と

共
に
鄭
と
し
て
食
し
、
更
に
そ
の
粥
の
餓
剰
を
、
十

八
日
に
至
っ
て
葉
樹
に
奥
へ
る
。
之
を
十
八
粥
と
い

う
た
。
そ
の
法
、
一
人
之
を
捧
げ
、
他
の
一
人
は
銘

を
携
ヘ
‘
陸
前
の
葉
樹
に
封
し
て
銘
を
制
限
上
げ
‘

量
る
か
生
ら
ぬ
か
』
と
諮
問
す
れ
ば
、
粥
を
持
っ
た

者
は
葉
樹
に
代
っ
て
『
生
り
ま
す
/
¥
』
と
答
へ
る
。

是
に
於
い
て
少
し
〈
樹
皮
を
剥
ぎ
、
そ
の
粥
を
流
し

か
け
る
。
嘗
年
の
結
賀
多
き
を
祈
る
の
で
あ
る
。

ジ
品
・
ワ
ハ
チ
ョ
ウ
ガ
ハ
ヲ
+
八
講
河
原
石
川

郡
鶴
来
附
廷
の
手
取
川
河
原
で
、
今
は
車
に
十
八
河

原
と
講
す
る
。
白
山
富
長
市
民
澄
窓
の
白
山
殺
事
担

に
、
『
笛
枇
に
在
来
る
十
八
部
本
館
、
十
一
面
之
鰭
像

也
。
紳
主
申
番
々
に
預
る
。
』
と
あ
る
十
八
諦
が
‘
そ

の
附
廷
に
あ
る
宋
院
で
行
は
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

ジ
ユ
・
ワ
ハ
ツ
ソ
タ
+
八
束
珠
洲
郡
山
中
の
内

の
小
字
。

シ
ユ
ウ
フ
ク
タ
集
積
寺

能
美
郡
辰
口
に
在
つ

-田・・.圃圃. 
. 圃・・・

て
、
提
言
宗
に
回
す
る
o
山
践
は
石
坂
山
。
初
め
越
一
に
笛
り
、
御
馬
廻
顕
よ
り
も
鎌
ね
、
御
小
勝
頭
こ
れ
一
一
者
。
前
田
綱
紀
時
代
の
記
録
で
、
寛
文
六
年
四
周
か

申
嘱
波
郡
石
坂
村
に
隠
た
が
、
磁
長
五
年
惑
純
の
時
一
が
加
入
と
な
っ
た
。
そ
の
初
は
知
れ
ぬ
が
、
寛
永
十
一
ら
貿
永
六
年
十
三
局
ま
で
の
諸
事
を
編
年
集
成
し
た

金
禄
安
江
町
に
来
。
、
寛
永
十
年
馬
坂
に
徒
・
り
、
明
一
九
年
に
は
今
枝
粥
平
次
近
義
・
前
回
志
一
陣
直
成
川
地
・
一
も
の
で
あ
る
。

治
H
V
八
年
更
に
今
の
地
に
縛
じ
た
。
一
古
屋
所
左
衛
門
軍
直
・
長
瀬
託
郎
右
衛
門
某
臥
枇
足
・
一
シ
ユ
ウ

9
ザ
ツ
キ
拍
裏
雑
記
奥
村
山
間
箆
編
0

2
ウ
マ
ン
ガ
イ
ハ
充
満
ヶ
岩

4
シ
ョ
ウ
マ
一
山
本
久
左
衛
門
俊
正
常
が
勤
め
た
o
同
年
津
田
玄
一
前
集
四
十
班
、
後
集
六
加
、
補
綴
十
四
加
、
附
録
一

y
ガ

イ

ハ

し

ゃ

う

ま

ん

が

器

。

一

響

E
忠
も
命
ぜ
ら
れ
、
長
瀬
の
延
費
ご
年
ま
で
勤
め
一
珊
。
諮
初
以
来
の
諸
法
令
は
、
慶
長
・
元
和
・
寛
永
の

タ
ユ
ウ
マ
ン
ゴ
タ
タ
カ
ナ
ホ
シ
+
高
石
高
直
一
た
外
は
、
各

E
保
二
年
御
兎
と
な
っ
て
、
三
浦
勘
右
一
火
災
に
概
ね
焼
失
し
た
が
.
高
治
・
寛
文
以
降
の
も

文
政
四
年
十
ご
周
廿
七
日
大
型
寺
務
の
表
高
七
高
石
一
衛
門
莱
賢
が
命
ぜ
ら
れ
、
寛
文
四
年
大
橋
叉
兵
衛
恒
一
の
は
漣
綴
保
存
せ
ら
れ
、
百
齢
年
を
経
て
頗
る
多
量

で
あ
っ
た
の
を
殴
め
て
、
十
高
石
の
待
遇
と
す
る
こ
一
成
・
坂
井
奥
右
衛
門
直
従
・
蔚
藤
中
務
忠
明
が
命
ぜ
ら
一
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
筒
寛
が
容
易
に
検
察
し
得
る
や

と
を
幕
府
か
ら
許
さ
れ
た
こ
と
を
い
ふ
。
十
嵐
.
石
の
一
れ
た
が
、
そ
の
三
浦
以
下
三
人
は
御
先
手
物
商
で
、
一
号
に
、
類
別
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
質
勝
の
火
災

数
字
は
、
従
来
の
七
高
石
と
新
回
一
高
石
の
外
、
加
一
蹄
醗
は
御
熔
廻
顕
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
御
馬
廻
顕
の
一
以
後
萄
例
を
知
り
得
た
の
は
、
賞
に
此
の
替
の
あ
っ

賀
務
か
ら
現
米
ご
高
俵
を
胸
奥
す
る
と
い
ふ
の
で
、
一
兼
職
と
な
っ
た
が
、
後
世
の
如
〈
寺
祉
事
行
・
御
小
一
た
震
で
あ
お
。

若
し
況
公
武
民
に
計
鍵
す
る
な
ら
ば
、
現
米
ご
高
俊
一
勝
臓
の
之
に
加
る
こ
と
は
元
隊
申
か
ら
見
え
る
。
切
一
シ
ユ
ウ

9
ン
イ
ン
秋
林
院
大
理
寺
務
主
第
二

は
高
ご
高
石
に
詰
る
か
ら
、
勘
定
は
A
n
ふ
諦
で
あ
一
支
丹
宗
門
殴
の
こ
と
を
欝
る
。
一
代
前
田
利
明
の
女
で
、
南
部
遠
江
守
遁
信
夫
人
に
な

る
。
大
理
寺
務
が
之
を
希
望
し
た
理
由
は
、
務
砲
利
一
タ
ユ
ウ
ヤ
+
夜
務
政
の
頃
、
十
月
六
日
か
ら
一
っ
た
友
婚
の
法
説
。
詳
し
〈
は
秋
林
院
月
窓
妙
階
大

治
の
時
に
は
就
封
賜
般
の
際
上
使
を
賜
は
っ
た
が
、
一
十
抗
日
に
荒
る
ま
で
を
、
滞
土
宗
寺
院
に
於
け
る
十
一
一
郷
。

そ
の
後
援
止
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
現
今
回
位
大
一
夜
と
し
、
仰
前
に
関
子
そ
供
へ
、
高
温
念
仰
を
唱
へ
一
タ
ユ
ウ
ロ
ウ
ハ
ラ
+
郎
原
巧

nz
鳳
宅
部

蹟
間
競
の
も
の
で
、
此
の
上
使
の
な
い
者
は
大
型
寺
一
た
る
後
‘
之
を
参
指
人
に
喫
せ
し
め
た
。
一
上
町
野
郷
に
毘
す
る
部
稿
。

務
許
り
だ
か
ら
、
そ
れ
を
得
る
こ
と
を
希
望
し
た
の
一
三
ウ
ヤ
ク
ノ
シ
ョ
ウ
+
役
之
抄
十
九
珊
。
一
タ

2
3
2ガ
ハ

+

郎

原

川

立

は

で
あ
る
。
併
し
幕
府
に
封
し
て
は
十
高
石
格
の
軍
役
一
有
得
武
貞
答
。
初
め
十
役
の
名
目
を
定
た
の
は
江
戸
一
鳳
至
郡
十
郎
原
領
山
か
ら
流
出
し
、
償
叉
領
で
こ
叉

に
従
ひ
公
認
を
質
指
す
る
こ
と
に
な
り
、
務
政
は
之
一
の
兵
感
者
佐
々
木
秀
莱
で
あ
っ
た
が
、
武
貞
は
正
徳
一
川
に
落
合
ふ
。
落
合
ま
で
の
税
額
三
粁
三
許
。

よ
り
一
段
の
苦
痛
を
加
へ
た
。
一
六
年
か
ら
そ
れ
ら
の
沿
革
・
性
質
・
心
得
等
に
就
い
て
一
シ
ユ
ガ
ン
ド
ウ
チ
ン
珠
畿
道
珍
留
洞
宗
の
情
。

シ
ユ
ウ
モ
ン
ア
ラ
タ
メ
宗
門
改
幕
府
の
切
支
一
恕
越
し
)
更
に
他
の
名
目
を
も
加
へ
て
.
亭
保
七
年
一
大
莱
寺
に
明
峰
素
哲
に
曇
し
て
印
可
を
受
け
、
次
い

丹
宗
門
故
に
関
す
る
取
締
令
は
、
島
原
の
鼠
後
庭
震
一
に
脱
稿
し
た
。
十
役
と
は
諸
士
・
使
番
・
武
者
奉
行
・
一
で
永
党
寺
及
び
大
莱
寺
四
代
に
住
し
、
叉
石
川
郡
押

せ
ら
れ
た
か
ら
、
加
賀
務
に
於
い
て
も
そ
の
類
族
に
一
諸
膝
奉
行
・
鑓
長
柄
奉
行
・
日
付
櫛
目
・
徒
頭
中
間
頭
・
一
野
に
承
天
寺
を
開
い
て
こ
-
A

に
暦
旬
、
嘉
鹿
元
年
三

封
ず
る
監
督
を
般
に
し
、
毎
年
十
周
幕
府
に
上
申
す
一
組
頭
番
頭
・
足
縄
大
勝
・
侍
大
勝
で
あ
り
、
遺
加
せ
ら
一
周
サ
三
日
寂
し
た
。

る
を
例
と
し
た
が
、
元
治
元
年
内
醗
休
甫
の
後
商
内
一
れ
た
の
は
兵
純
方
・
陣
場
事
行
・
小
役
人
・
幼
智
之
士
・
一
タ
ユ
キ
ヨ
ウ
ジ
露
経
寺
金
探
甑
替
町
に
在
つ

藤
三
知
の
病
夜
す
る
に
及
び
、
類
族
た
る
も
の
議
〈
一
宇
一
特
で
あ
る
。
一
て
、
光
明
山
と
銃
し
、
海
土
宗
に
毘
す
る
。
鹿
長
十

絶
滅
し
た
の
で
、
爾
後
宗
門
殴
書
上
の
申
に
、
『
持
切
一
シ
ユ
ウ
ヤ
ソ
ウ
秋
夜
草
一
加
。
新
井
白
蛾
が
一
五
年
超
器
呑
繕
の
建
主
で
あ
る
。

支
丹
額
族
之
者
共
、
常
々
之
行
跡
疑
般
儀
無
御
座
候
一
臥
病
し
て
秋
夜
の
畏
き
に
苦
し
ん
だ
際
作
っ
た
詠
敬
一
タ
ユ
キ
ヨ
ウ
ジ
高
経
寺
江
沼
郡
山
中
に
在
つ

事
。
』
の
項
を
省
い
た
。
一
及
び
利
演
の
文
を
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
般
に
明
一
て
、
提
宗
東
涯
に
毘
す
る
。
山
観
は
無
飯
山
。

シ
晶
ウ
モ
ン
ア
ラ
タ
メ
プ
ギ
ヨ
ウ
宗
門
改
奉
行
一
利
元
甲
申
年
八
月
源
給
菅
謙
吉
と
あ
る
。
一
シ
ユ
ギ
ン
朱
銀

J
Y
ユ
フ
ウ
ギ
y

朱
封
銀
。

一
に
宗
門
事
行
と
も
い
ひ
、
寺
祉
事
行
三
人
共
之
一
タ
ユ
ウ
ヨ
ウ
ヌ
キ
ガ
キ
+
罫
抜
書
洩
加
久
敏
一
シ
『
-
タ
宿
期
羽
咋
郡
押
水
北
庄
に
臨
す
る
部
帯
。


